
八百津町役場　☎ 43-2111

お知らせ

●10月に納めるもの
保育料	 9月分	 10月13日
町県民税	 3期分	 11月		2日
国民健康保険税	 6期分	 11月		2日
介護保険料	 6期分	 11月		2日
後期高齢者医療保険料	 4期分	 11月		2日
水道料	 9月使用分	 11月		2日
町営住宅	 10月分	 11月		2日

●11月に納めるもの
保育料	 10月分	 11月10日
固定資産税	 3期分	 11月30日
国民健康保険税	 7期分	 11月30日
介護保険料	 7期分	 11月30日
後期高齢者医療保険料	 5期分	 11月30日
水道料	 10月使用分	 11月30日
町営住宅	 11月分	 11月30日

納期のお知らせ
※口座振替をご利用の方は、残高確認をお願いします。

と　き　11月9日（月）　午後1：30〜3：30まで
ところ　保健センター　※事前予約が必要です。
【問い合わせ】	
地域包括支援センター
☎43-3267（直通）　☎43-2111（内線2567）

こころの相談開催日（精神保健福祉士による）

と　き　11月17日（火）　※時間予約が必要です。
ところ　保健センター
【問い合わせ】	
保健センター　☎43-2111（内線2566）

精神保健相談（精神科医師による）

○所得税の青色申告決算等説明会
■と　き　11月19日（木） 午前10時から正午まで
■ところ　美濃加茂市文化会館 大ホール
　（美濃加茂市島町2-5-27)

■日　時　11月15日（日）～21日（土）
　午前8時30分から午後7時00分まで

※ただし、土曜・日曜は午前10時00分から午後
5時00分まで

■相談の形態　岐阜地方法務局人権擁護課内設置
の『女性の人権ホットライン ☎0570-070-810』電話
無料相談

■相談担当者　人権擁護委員（主に女性委員）

■目　的　森林の不適正な開発を防止するため、
違法開発の早期発見に重点的に努めます。
■期　間　11月1日（日）から11月30日（月）まで
■内　容　不適正な森林開発を防止するため、キャ

ンペーン期間中は森林パトロールを強化します。
　皆さんも、森林内の不審な「木の伐採」、「新た

な建築物や掘削」等を発見されたら、連絡して
ください。

　長時間労働の抑制を図るため、時間外労働の割増
賃金率引上げ、年次有給休暇の時間単位での取得制
度等を内容とした改正労働基準法が平成22年4月1日
より施行となります。
　施行までに各事業場の事業主及
び労務担当者におかれては十分な
理解と準備が必要です。詳細につ
いては、岐阜労働局のホームペー
ジを閲覧いただくか、岐阜労働局
監督課（☎058-245-8102）もしくは
最寄りの労働基準監督署までお問
い合わせください。

○平成21年分年末調整説明会
■と　き　11月24日（火）
　午後1時30分から午後3時30分まで
■ところ　川辺町中央公民館 大ホール
　（川辺町中川辺1518-4）
　※年末調整関係用紙は､ 説明開催日のおよそ2週

間前に発送されます｡

「女性の人権ホットライン｣強化週間電話相談所開設
岐阜地方法務局人権護課　☎058-245-3181（代表）

「不適正森林開発防止キャンペーン」を実施します
可茂農林事務所林業課　☎0574-25-3111（内線425､ 426）

改正労働基準法が来年4月1日施行となります！
岐阜労働局監督課　☎058-245-8102

今年の年末調整説明会等のご案内
関税務署総務課　☎0575-22-2233
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